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○　株式会社立病院一覧 平成14年11月27日現在

No 病　　　院　　　名 開設者 都道府県 No 病　　　院　　　名 開設者 都道府県

1 札幌鉄道病院 ＪＲ北海道 北海道 32 京都専売病院 ㈱日本たばこ産業 京都

2 ＮＴＴ東日本札幌病院 ＮＴＴ東日本 北海道 33 ＮＴＴ西日本京都病院 ＮＴＴ西日本 京都

3 津別病院 丸玉産業㈱ 北海道 34 三菱京都病院 三菱自動車工業㈱ 京都

4 ＪＲ東日本仙台病院 ＪＲ東日本 宮城 35 関西電力病院 ㈱関西電力 大阪

5 ＮＴＴ東日本東北病院 ＮＴＴ東日本 宮城 36 大阪鉄道病院 ＪＲ西日本 大阪

6 日東病院 日東紡績㈱ 福島 37 NTT西日本大阪病院 ＮＴＴ西日本 大阪

7 日立製作所水戸総合病院 ㈱日立製作所 茨城 38 中山製鋼所病院 ㈱中山製鋼所 大阪

8 日立製作所日立総合病院 ㈱日立製作所 茨城 39 三菱神戸病院 三菱重工業㈱ 兵庫

9 日立製作所多賀総合病院 ㈱日立製作所 茨城 40 鐘紡記念病院 鐘紡㈱ 兵庫

10 キッコーマン総合病院 キッコーマン㈱ 千葉 41 神鋼加古川病院 ㈱神戸製鋼 兵庫

11 ＪＲ東京総合病院 ＪＲ東日本 東京 42 玉野三井病院 三井造船㈱ 岡山

12 NTT東日本関東病院 ＮＴＴ東日本 東京 43 三菱水島病院 三菱自動車工業㈱ 岡山

13 小平記念東京日立病院 ㈱日立製作所 東京 44 川鉄水島病院 川崎製鉄㈱ 岡山

14 いすゞ病院 いすゞ自動車（株） 東京 45 中電病院 ㈱中国電力 広島

15 東芝病院 ㈱東芝 東京 46 広島鉄道病院 ＪＲ西日本 広島

16 東京急行電鉄（株）東急病院 東京急行電鉄㈱ 東京 47 広島三菱病院 三菱重工業㈱ 広島

17 東京専売病院 ㈱日本たばこ産業 東京 48 マツダ病院 マツダ㈱ 広島

18 東京電力病院 ㈱東京電力 東京 49 三菱三原病院 三菱重工業㈱ 広島

19 富士電気病院 富士電気㈱ 神奈川 50 日立病院 ㈱日立製作所 山口

20 三菱重工大倉山病院 三菱重工業㈱ 神奈川 51 徳山病院 ㈱トクヤマ 山口

21 日立製作所戸塚総合病院 ㈱日立製作所 神奈川 52 宇部興産中央病院 宇部興産㈱ 山口

22 日本鋼管病院 日本鋼管（株） 神奈川 53 三菱重工（株）下関造船所病院 三菱重工業㈱ 山口

23 富士通川崎病院 富士通㈱ 神奈川 54 ＮＴＴ西日本松山病院 ＮＴＴ西日本 愛媛

24 不二越病院 ㈱不二越 富山 55 住友別子病院 住友金属鉱山㈱ 愛媛

25 ＮＴＴ西日本金沢病院 ＮＴＴ西日本 石川 56 ＪＲ九州病院 ＪＲ九州 福岡

26 ＮＴＴ東日本長野病院 ＮＴＴ東日本 長野 57 ＮＴＴ西日本北九州病院 ＮＴＴ西日本 福岡

27 ＮＴＴ東日本伊豆病院 ＮＴＴ東日本 静岡 58 飯塚病院 麻生セメント㈱ 福岡
28 ＪＲ東海総合病院 ＪＲ東海 愛知 59 三菱化学（株）黒崎事業所附属病院 三菱化学㈱ 福岡

29 ＮＴＴ西日本東海病院 ＮＴＴ西日本 愛知 60 ＮＴＴ西日本長崎病院 ＮＴＴ西日本 長崎

30 三菱名古屋病院 三菱重工業㈱ 愛知 61 三菱重工業（株）長崎造船所病院 三菱重工業㈱ 長崎

31 トヨタ記念病院 トヨタ自動車㈱ 愛知 62 ＮＴＴ西日本九州病院 ＮＴＴ西日本 熊本

（出典：厚生労働省医療施設調査）

（注）医療法施行（昭和２３年１０月２７日）以前に既に病院又は診療所として開設されていたものが大半であるが、それ以降に開設されたものも、
       旧電電公社等が、当該従業員の福利厚生を主たる目的として開設したものである。
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「混合診療」の解禁の意義

公的保険だけで国民の医療ニーズを全て賄うのは最早限界。
医療技術の発展も阻害。

保険診療

特定療養費制度

保険診療

保険外（自由）保険外（自由）

診療診療

国民の期待、医療技術の発達国民の期待、医療技術の発達

＜本来目指すべき制度＞

＜現行制度＞

保
険
外
（自
由
）診
療

・先進医療の普及、医療
技術水準の向上

・医療サービスに対する
国民の膨大なニーズの
顕在化

・経済の活性化、ＧＤＰ
の拡大、雇用の創出

・医療のムダの排除、透明
化により、保険財政を効
率化

メ
リ
ッ
ト

分断

（総合規制改革会議作成）
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●c技術

●:

●b技術

●a技術

・・・・Ｂ病院Ａ病院

73

特定承認医療保険機関（128）

●

●

●

●

「混合診療」の解禁に関する今後の方向性

現行（特定療養費制度） 決定事項（同制度の拡充） 今後の方向性

◆あくまでも特定療養費制度の
枠内での改善

◆既にある技術（７３）の範囲内
で、個別の承認を必要とせず、
迅速に認める仕組みを導入。

◆新しい技術は引き続き、個別に
承認

◆新しい技術（海外では標
準的な技術）を対象

◆現場の創意工夫と競争
を通じた医療技術の向上

新技術

：

新技術

c技術

b技術

a技術

・・・・Ｂ病院Ａ病院

73

特定承認医療保険機関（128）など

新
た
な
技
術

・サ
ー
ビ
ス

既に認められた技術に限
り、個別の承認を必要と
せず、迅速に認める仕組
みを導入

◆◆高度先進医療技術について、
病院ごと、技術ごとに中医協な
どで個別に承認

●c技術

●:

●b技術

●a技術

・・・・Ｂ病院Ａ病院

一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
医
療
技
術

一定の基準を満たした病院

（総合規制改革会議作成）
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○ 医薬品の販売規制について 

（厚生労働省資料に基づき作成） 

 

１．医薬品の販売業の許可 

  薬局開設者又は医薬品の販売業者の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を

販売、授与等してはならない。 

 医薬品の販売業の許可は、①一般販売業の許可、②薬種商販売業の許可、③配置販売

業の許可、④特例販売業の許可の４種に分けられている。 

 医薬品の販売業の許可は、配置販売業以外の販売業については、その店舗の所在地の

都道府県知事（卸売一般販売業以外の一般販売業に当たっては、その店舗の所在地が保

健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長）が店舗ごと

に、配置販売業については、配置しようとする区域ごとに、その区域を含む都道府県知

事が与える。 

 それぞれの許可ごとの業務の内容、扱える医薬品の範囲、薬剤師の配置の要否及び業

態数は次のとおり。 

 なお、医薬部外品については、それが不良品の販売、授与等である場合を除き、販売

に関する規制はなく、コンビニエンス・ストア等の一般小売店でも販売可能である。 

 

 

２．医薬品の販売業の業態数等 

種 類 

 

業務の内容 調剤の

可否 

販売の対象とな

る医薬品の範囲 

薬剤師の 

配置の要否 

業態数 

（平成 13

年度末） 

薬  局 店舗販売及び 

調剤 

可 全ての医薬品 要 48,252 

一般販売業 店舗販売 不可 全ての医薬品 要 12,794 

薬種商販売業 店舗販売 不可 指定医薬品※１

以外の医薬品 

不要 15,293 

配置販売業 配置販売 不可 一定の品目※２ 不要 11,628 

特例販売業 過疎地や離島等

での店舗販売 

不可 限定的な品目 

※３ 

不要 9,947 

※１ 薬事法施行規則(昭和 36 年２月１日厚生省令第１号)別表第１の５に掲げる医薬品 

※２ 配置販売業品目指定基準(昭和 36 年２月１日厚生省告示第 16 号)に従い、都道府 

   県知事が指定した品目 

※３ 都道府県知事が指定した品目 



５ 

○　薬事関係業態数調（平成１３年度末現在）
（出典：厚生労働省、平成13年度衛生行政報告例）

１北海道 6,042 6,042 481 45 436 2 1,983 917 351 566 999 1,225 435
２青森 1,378 1,378 76 11 65 1 511 178 58 120 409 133 70
３岩手 1,427 1,427 88 15 73 2 510 222 89 133 256 125 224
４宮城 2,358 2,358 152 20 132 1 1,002 527 249 278 158 250 268
５秋田 1,320 1,320 72 13 59 1 448 160 57 103 232 191 216
６山形 1,345 1,345 83 18 65 3 425 189 98 91 169 238 238
７福島 1,958 1,958 229 43 186 9 743 294 141 153 284 294 105
８茨城 2,933 2,933 386 64 322 17 1,031 503 319 184 277 348 371
９栃木 1,721 1,721 239 43 196 5 670 283 166 117 164 77 283
１０群馬 1,760 1,760 192 42 150 7 647 377 251 126 242 207 88
１１埼玉 4,896 4,896 477 96 381 22 2,026 1,423 958 465 271 182 495
１２千葉 4,146 4,146 450 69 381 19 1,958 934 634 300 208 131 446
１３東京 12,567 12,567 1,214 147 1,067 224 5,474 3,892 2,182 1,710 759 436 568
１４神奈川 6,184 6,184 751 97 654 19 3,091 1,471 1,034 437 276 186 390
１５新潟 2,488 2,488 222 41 181 2 878 348 179 169 354 233 451
１６富山 1,572 1,572 197 119 78 19 313 371 153 218 175 112 385
１７石川 1,339 1,339 143 11 132 0 318 273 137 136 164 183 258
１８福井 712 712 113 15 98 2 228 139 70 69 128 69 33
１９山梨 852 852 94 11 83 0 339 125 76 49 180 74 40
２０長野 2,831 2,831 405 35 370 11 808 349 188 161 288 608 362
２１岐阜 2,752 2,752 490 51 439 8 879 304 152 152 281 426 364
２２静岡 3,667 3,667 414 85 329 20 1,532 635 373 262 450 240 376
２３愛知 6,824 6,824 1,495 114 1,381 33 2,674 1,237 595 642 601 332 452
２４三重 2,203 2,203 335 48 287 7 677 261 130 131 372 228 323
２５滋賀 1,354 1,354 183 54 129 9 401 228 120 108 170 114 249
２６京都 2,400 2,400 345 49 296 8 810 452 251 201 340 144 301
２７大阪 9,336 9,336 1,862 241 1,621 123 3,147 2,193 1,036 1,157 1,128 347 536
２８兵庫 4,879 4,879 698 124 574 25 2,134 923 584 339 490 176 433
２９奈良 1,700 1,700 256 82 174 8 451 266 139 127 387 105 227
３０和歌山 1,428 1,428 258 31 227 7 434 215 119 96 234 77 203
３１鳥取 678 678 62 5 57 0 248 84 31 53 150 56 78
３２島根 764 764 31 5 26 0 230 85 35 50 194 92 132
３３岡山 2,006 2,006 167 40 127 3 710 307 156 151 375 234 210
３４広島 3,135 3,135 240 40 200 5 1,503 576 283 293 301 247 263
３５山口 1,781 1,781 242 34 208 8 776 246 130 116 264 171 74
３６徳島 997 997 128 38 90 7 382 179 89 90 115 85 101
３７香川 1,180 1,180 183 27 156 1 455 230 106 124 141 83 87
３８愛媛 1,253 1,253 123 14 109 1 520 185 80 105 175 128 121
３９高知 995 995 120 11 109 0 372 131 73 58 88 170 114
４０福岡 5,279 5,279 619 59 560 5 2,441 918 350 568 907 266 123
４１佐賀 1,162 1,162 127 19 108 3 499 146 60 86 175 44 168
４２長崎 1,728 1,728 184 17 167 0 676 201 73 128 273 188 206
４３熊本 2,039 2,039 312 33 279 5 664 245 99 146 458 124 231
４４大分 1,437 1,437 141 18 123 2 520 148 52 96 341 122 163
４５宮崎 1,157 1,157 82 11 71 2 442 160 53 107 330 75 66
４６鹿児島 1,919 1,919 176 21 155 1 705 220 73 147 428 156 233
４７沖縄 1,279 1,279 50 2 48 1 567 246 162 84 132 215 68
合計 125,161 125,161 15,387 2,228 13,159 658 48,252 23,996 12,794 11,202 15,293 9,947 11,628

総合計

医薬品

総数
製造業

輸入
販売業薬局専業小計

薬局
薬種商
販売業

特例
販売業

配置
販売業

一般販売業

小計 一般販売業
卸売一般
販売業
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○ 特例販売業者の取扱い品目範囲 

（昭和36年 2 月 8日：厚生省薬務局長通知薬発第 44 号 別表第３） 

＊後に、別通知にて、歯科用剤を中心に一部追加がなされている。 

緩和な内用剤 

薬効別分類 主薬の例示 市販品の例示 薬効の例示

胃腸剤 アミノ安息香酸エチル、オウバクエキ
ス、グアヤコール、クレオソート、ケイ
酸アルミニウム、ゲンチアナ、酵母、
重炭酸ナトリウム、センブリ、ホミカエ
キス、ロートエキス

太田胃散、中山胃腸
薬、百草、わかもと

胃カタル、胃酸過多、胃痛、下痢、しぶり腹、食あ
たり、食欲不振、消化不良、食物中毒、便通不
通、腸カタル、はきくだし、腹痛、二日酔い、胸や
け

下剤 アロエ、酸化マグネシウム、ビサチ
ン、ヒマシ油、フエノバリン、フエノー
ルフタレイン、ヤラツパ、硫酸マグネ
シウム

ビサチン錠、ヒマシ
油、フエノバリン錠

しぶり腹、常習性便秘、食あたり、のぼせ引さ
げ、便秘

鎮暈うん剤 ジフエンヒドラミン、ジメンヒドリナー
ト、ダイフイリン

トラベルミン錠、ドラ
マミン、トリブラ

乗物酔い、はきけ、めまい

鎮咬去きよ
痰剤

エフエドリン、オンジ、キキヨウ、セネ
ガ、トコン、リン酸ヒドロコデイン、マ
オウ

浅田飴、チミツシン 感冒、気管支カタル、去きよたん、ぜんそく

解熱、鎮痛、
鎮静剤

アセチルサリチル酸、アセトアニリ
ド、アンチピリン、カフエイン、スルピ
リン、ピラビタール、フエナセチン、プ
ロムワレリル尿素、ミグレニン

かぜ熱トンプク、ケロ
リン、ノーシン、ベン
ザ、ルル

四季感冒、歯痛、神経痛、解熱、鎮痛、頭痛、鼻
かぜ、鼻カタル、リウマチ

利尿剤 オケラ、カフエイン、キササゲ、ジウ
レチン、テオフイリン、テオフイロール

ウレカルヂン錠、テフ
ロン錠、テブロミン

水腫しゆ、腎臓炎、むくみ、利尿

駆虫剤 カイニン酸、ザクロ皮、サントニン、チ
モール、ピペラジン、ヘノポジ油、マ
クリ

海人草、セメン散、マ
クニン錠

回虫、ぎよう虫、十二指腸虫、じよう虫等の駆除

栄養強壮剤 アルコール、蛋白アミノ酸類、ニンジ
ン、キナ、ビタミン類

養命酒 栄養補給、強壮

婦人薬 センキユウ、トウキ 神仙薬、実母散、中
将湯

おりもの、逆上、めまい、月経不順、白帯下、頭
痛、冷え症、貧血、便秘

疳かん薬小
児薬

ゴオウ、ジヤコウ、センソ 奇応丸、救命丸、六
神丸

気付け、下痢、消化不良、小児虫気、ひきつけ、
夜なき、緑便  

緩和な外用剤 

薬効別分類 主薬の例示 市販品の例示 薬効の例示

鎮痛、鎮痒<
よう>、消炎
剤

亜鉛華、硫黄、イクタモール、サリチ
ル酸メチル

イクタモール軟膏<こ
う>、サロメチール、サ
ロンパス、三共パツ
プ、ゼノール、トクホ
ン、六一〇ハツプ

打ち身、肩こり、かゆみ止め、関節炎、すり傷、歯
痛、神経痛、凍傷、ねんざ

外傷剤 カンフル、ハツカ脳、ホウ酸、マーキ
ユロクロム、ヨウ素

オゾ、マーキユロ、メ
ンソレータム、ヨーチ
ン

あかぎれ、いたみ止め、やけど、外傷、かゆみ止
め、切り傷、くつずれ、すり傷、消毒、ただれ、凍
傷  
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薬効別分類 主薬の例示 市販品の例示 薬効の例示

殺菌剤 アクリノール、アルコール、オキシ
ドール

アルコール類、オキ
シフル、リバノール

殺菌、消毒

硬膏こう剤 鉛丹、シヨウシ(松脂) あかぎれ膏こう、熊
の目、

あかぎれ、あせも、魚の目、やけど、化のう症、
かぶれ、かゆみ止め、靴ずれ、しもやけ、せつ、
凍傷、ちよう、にきび、ねぶと、ひび、虫さされ、め
んちよう、よう

アレルギー
性疾患剤

クロルフエニラミンマレアート、ジフエ
ンヒドラミン

レスタミン軟膏 アレルギー性皮膚炎、かぶれ、じんましん、発疹
しん、虫さされ

水虫薬 ウンデシレン酸、サリチル酸、チメロ
サール

田虫チンキ いんきん、しらくも、たむし、はたけ、水虫

口内塗布剤 ヨウ化カリウム、ヨウ素 ルゴール液 口内炎、舌炎
点眼剤 ホウ酸、硫酸亜鉛 大学目薬、ロート目

薬
打ち目、角膜炎、結膜炎、ただれ目、つかれ目、
つき目、トラホーム、なみだ目、はやり目、ほし
目、ものもらい、やに目、雪目

点耳鼻剤 ジフエンヒドラミン、ナフアゾリン、ハ
ツカ脳、フエニレフイリン

ミナト鼻液 外耳炎、蓄のう症、鼻かぜ、鼻カタル、鼻充血

吸入含嗽そ
う剤

塩素酸カリウム、重炭酸ナトリウム ウガイグスリ いんこうカタル、うがい、気管支カタル、口内炎、
口内消毒、舌炎

吸出膏 サリチル酸、硫酸銅 たこの吸出し、ピツク 吸出し
痔じ剤 アミノ安息香酸エチル、ロートエキス 小松痔じ退膏こう 痔じ、庠痔じ

浣かん腸剤 グリセリン アイデアル浣かん腸
イチジク浣かん腸グ
リセリン浣かん腸

便秘

避妊薬 醋酸フエニル水銀、硫酸オキシキノ
リン

サンプーン、サンシー
ゼリー

避妊

婦人薬 イクタモール、タンニン酸、ロートエキ 恵の玉 こしけ
脱脂綿類 ガーゼ、脱脂綿、ば

ん創膏こう
歯科用剤 亜ヒ酸パスタオキシ

パラ、クロム酸、サン
ダラツク、歯科用塩
酸プロカイン、T字
油、パラホルムアル
デヒド、パラホルムセ
メント、ペニシリン歯
科用円錐すい、ヨード
グリセリン

仮封、根管充填てん、歯科局所消炎消毒、歯科
用局所麻酔、止血、歯髄失活、歯髄覆罩ふくとう
口洗浄、ぞうげ質知覚過敏症

酸素、笑気
その他気体
液体の麻酔

酸素、笑気

薬用化粧品 亜鉛華、安息香酸、硫黄、エストラジ
オール、塩化ベンゼトニウム、塩酸
ジフエンヒドラミン、塩酸ピリドキシ
ン、感光色素、クロロフイリン誘導
体、サルチル酸、次硝酸ビスマス、
蛋白分解酵素、ニトロフラゾン、白降
汞、ビタミンA、ビチオノール、ヒノキ
チオール、ホウ酸

アネホルモンフラ
ワー、黒竜、白精、パ
ピリオホルモンクリー
ム

荒れ性、色黒、かぶれ、しみ、しもやけ、そばか
す、たるみ、にきび、ひげそり後、皮ふ栄養剤、皮
ふ炎、吹出物、日やけ止め

薬用石けん ジフエンヒドラミン、チメロサール、パ
ラクロルメククレゾール、ビチオノー
ル、ヘキサクロロフエン

アルボース石けん、ミ
ユーズ石けん、レスタ
ミン石けん

しつしん、そばかす、ただれ、にきび、皮脂漏、皮
ふ炎、日やけ、吹出物、ふけ

染毛剤 パラフエニレンジアミン 白髪染め 染毛

殺虫剤 毒素劇薬を除く殺虫剤であつて小売
用に包装されたもの

蟻、家ダニ、蛆、蚊、南京虫、のみ、はえ、ぼうふ
ら

 



８

○ 薬局等における薬剤師等の不在率 

（単位％、薬剤師等不在施設数／調査実施施設数） 

                     （出典：厚生労働省医薬品一斉取締監視結果（平成９年度～平成 13 年度）） 

 

 

（注） *の数字は、調査実施時に薬剤師等が不在であり、かつ、薬剤師等不在時に医薬品を販売する等、不在時の対応が

不適切であった施設の割合を示す。 

 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

薬局 
６．０ 

(５３５／８９１２) 

４．６ 

（４１８／９１７６） 

３．４ 

（３６４／１０５７７） 

２．６（１．９）* 

（２６６／１０１０８） 

２．６（１．８）* 

（２７１／１０３２５） 

一般販売業 
１８．７ 

（４５７／２４４４） 

１９．６ 

（５７６／２９３９） 

２２．８ 

（７０６／３０９３） 

１９．１（１４．６）* 

（９２９／４８７３） 

２２．６（１７．１）* 

（１１４４／５０６３） 

卸売一般販売業 
５．５ 

（７６／１３９０） 

３．６ 

（７０／１９３７） 

５．７ 

（８８／１５３８） 

９．７（２．１）* 

（１４６／１４９９） 

 ９．０（１．９）* 

（１２６／１３９４） 

薬種商販売業 
４．４ 

（１７６／３９６６） 

４．０ 

（１４７／３６９８） 

６．４ 

（２０４／３２０５） 

５．９（４．２）* 

（１９７／３３４３） 

６．６（４．３）* 

（２０７／３１５４） 
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○ 幼稚園と保育所の共用化施設数 

（出典：文部科学省・厚生労働省 幼稚園と保育所の連携事例集） 

 

（平成 14 年 5 月 1 日現在） 

 公立 私立 計 

合築 ４７   １２   ５９   

併設 ２１   ８   ２９   

同一敷地内 ３７   ４６   ８３   

計 １０５   ６６   １７１   

 

（参考）  保育所数        ２２，２７２  （平成 14 年 4 月 1 日） 

      幼稚園数        １４，２７９   （平成 14 年 5 月 1 日） 

 

 

◇ 共用化に当たっては、幼稚園設置基準と児童福祉施設最低基準のそれぞれ

を共用化された施設について必要とされる基準面積は、原則として、それぞ

れ幼稚園設置基準、児童福祉施設最低基準により幼児数を基に算定する。 

◇ 幼稚園と保育所が共用化されている施設における職員の数については、そ

れぞれ幼稚園設置基準、児童福祉施設最低基準により算定するものとする。 

 

・合築施設： 

幼稚園と保育園が一つの建物にあり、廊下、便所などの施設を両者が共有

している施設。 

 

・併設施設： 

幼稚園と保育園が一つの建物の中にあるが、玄関が別々であったり、壁な

どによって仕切られている場合など両者が共有している部分がない施設。 

 

・同一敷地内にある施設： 

幼稚園と保育園の建物は別々であるが、一続きの敷地内にそれらがあり、

運動場などの敷地が柵、塀などによって完全に仕切られていず、相互に利

用できる施設。 
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○ 学校法人以外の設置者に対する補助金の交付実績 

 

 

（文部科学省資料に基づき作成） 

設置者 設置者数 補助金額（千円） 
学校法人化しな

かった設置者数 

学校法人化しなかった

者への補助金額（千円） 

宗教団体 ２１ ８３８，９９７ １ １１２，２４４ 

個 人 ４７ １，９７９，５３８ ２ ７０，６３８ 

社会福祉法人  １ １８，４６０ １ １８，４６０ 

合 計 ６９ ２，８３６，９９５ ４ ２０１，３４２ 

 

 

(注１)  平成 9年度から平成 13 年度の数値を合計したもの。 

 
(注２)  学校教育法第 102 条においては、「私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、

当分の間、学校法人によって設置されることを要しない」と規定されている。また、

私立学校振興助成法附則第 2条においては、学校法人以外の設置者で補助金を受ける

ものは、5年以内に学校法人化しなければならないと規定されている。 
 
(注３)  なお、文部科学省は、当会議宛「資料等提出依頼について（回答）（平成 15 年 4

月 22 日）」において、「当分の間学校法人となることを要しない学校を設置する者が

期限内に学校法人化できなかった場合の既に交付した補助金について返還を求める

ことはしておらず、また、その当分の間に必要な監督・規制が及んでいるため憲法上

の問題は生じない」と回答している。 
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○ 耕作放棄地が増加している主な理由 
 

 
（平成15年４月22日農林水産省提出資料（資料請求への回答）より抜粋） 

 
 
 

耕作放棄地が増加している主な理由 

 

全国の農業委員等を対象とした全国農業会議所の調査によると、耕作放棄地
の発生要因として、「高齢化・労働力不足」との回答が最も多く、各地域を通
じて８割を超えている。 
これに次いで多い回答は「土地条件が悪い」となっているが、この回答を地

域類型別にみると、平地農業地域では約４割であるのに対し、中山間地域では
約６割となっており、この土地条件の差違が中山間地域における耕作放棄が特
に進んでいる主要な要因と考えられる。 

 
 

 

   ○ 耕作放棄地が増加している主な理由（地域類型別にみた回答割合） 
 

  発 生 要 因 

  （ 複 数 回 答 ） 

   全 国   都市的 

  地 域 

 平地農業 

 地  域 

  中間農業 

  地  域 

 山間農業 

 地  域 

 土地条件が悪い 

 

 高齢化・労働力不足 

 

 道路条件等が悪く通作 

 不便 

 

 鳥獣害の被害が多い 

  ４７．３

  ８６．０

  ３３．９

    ９．４

  ２８．８

  ８７．３

  ２８．４

    ３．６

  ４１．０

  ８４．０

  ３５．０

    １．８

  ５９．９

  ８７．２

  ３７．８

  １１．１

  ６０．２

  ８５．６

  ３２．０

  ２７．１

 
出典：全国農業会議所「遊休農地の実態と今後の活用に関する調査」（平成10年） 
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  ○ 住宅に係る容積率緩和制度の仕組み                       〔国土交通省作成〕 

 

手続き   
適用地域要件 

都計法 基準法 

 
容積率の法定緩和上限 

 
容積率緩和の条件(制限) 

 
 その他の制限 

用途別容積型 
地区計画 

一住･二住･準住･近商･商業･ 
 準工地域 

地区計画 － 
(確認) 

指定容積率の 1.5 倍以内 
 で都市計画で定めた上限 

地区整備計画(容積率の最高･最低､敷 
 地面積の最低、壁面位置) 

地区計画と同様 
 (注) 

建築確認による住 
宅容積率緩和制度 

一住･二住･準住･近商･商業･ 
 準工地域 

－ － 
(確認) 

指定容積率の1.5倍以内 
 で住宅比率に応じた数値 

敷地面積､空地面積､道路に沿って有 
 効な空地面積 

 

特定街区 － 地域地区 － 
(確認) 

－ 容積率の最高､高さの最高、壁面位置  

都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域 地域地区 － 
(確認) 

－ 容積率の最高(400％以上)･最低､建ぺ 
 い率､建築面積の最低､高さ､壁面位置 

誘導用途 

 総合設計 － － 許可  (運用上1.5～2倍を上限) 敷地面積、空地面積  

特例容積率適用 
区域制度 

商業地域 地域地区 指定  ２以上の特例敷地（容積 
 率の移転元・移転先）の 
 基準容積率による床面積 
 の合計の範囲内 

特例容積率適用区域 容積率 
 建ぺい率 

高層住居誘導地区 一住･二住･準住･近商･準工 
 地域で容積率400･500％の地 
 域 

地域地区 － 
(確認) 

指定容積率の1.5倍以内 
 で都市計画で定めた上限 
 (住宅比率ごと) 

容積率 建ぺい率､敷地 
 面積の最低 

高度利用地区 － 地域地区 － 
(確認) 

－ 容積率の最高･最低､建ぺい率の最高､ 
 建築面積の最低 

道路沿いの壁面 
 位置 

地区計画 
(再開発等促進区) 

－ 地区計画 認定 － 地区整備計画(容積率) 地区計画と同様 
 (注) 

 

 
(注) 地区計画で定めることができる建築物の制限 
   用途、容積の最高・最低、建ぺい率、敷地面積又は建築面積、壁面、高さの最高・最低、形態・意匠、垣・さくの構造 等 
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○ 用途別容積型地区計画の運用改善について 

（内閣府作成） 

１． 用途別容積型地区計画について 
 
   住宅と事務所等が併存している都心部において、住宅を含む建築物に係る 
  容積率の最高限度を緩和できる仕組み 
 
２． 運用改善の内容 （容積率６００％の地域の例） 
 
 〈現在の運用〉 

●住宅の割合に応じて、容積を割り増す（全部が住宅の場合は、容積率上限 
（６００％）の１．５倍まで緩和可）。 

  ●事務所が容積率上限（６００％）いっぱいを占める場合は、容積の上乗せは 
   無し。 
                        全体で   ９００％ 
                        １．５倍 
           全体で    ７５０％ 
      ６００％  1.25 倍 
                  住宅           住宅 
      事務所   事務所    ４５０％        ９００％ 
      ６００％  が半分           事務所   (600％×1.5) 

            の場合    事務所     がゼロ 
                  ３００％    の場合 
      

全て事務所      住宅と事務所が併存      全て住宅 
 
 
＜運用改善例＞ 
●事務所が容積率上限（６００％）いっぱいまで占める場合であっても、住宅 
 の容積の上乗せを可能とする（全体で容積率上限（６００％）の１．５倍ま 
 で緩和可）。 
 （道路等の公共施設の状況、敷地内空地等を勘案して導入） 
         
                            ９００％ 
             全体で１．５倍        住宅 
    ６００％                    ３００％ 
 
    事務所       事務所が６００％を 
    ６００％      占める場合          事務所 
                            ６００％ 
 
 
     全て事務所                  住宅の容積上乗せ可 



○ 構造改革特区における農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参入例一覧 
(内閣府構造改革特区担当室資料に基づき作成) 
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番号 
都道府
県名 

申請地
方公共
団体名 

特区の名称 
区域の 
範囲 

特区の概要 
併せて申請される 
規制の特例措置 

第１弾
認定 
12 

青森県 青森県 津軽・生命
科学活用食
料特区 

青森市、弘前
市、黒石市、
五所川原市、
鰺ヶ沢町、岩
木町、藤崎町、
大鰐町、浪岡
町、平賀町、
常盤村、田舎
館村、板柳町、
中里町及び鶴
田町の全域 

弘前大学等と食品産業との試
験研究施設の利用を通じた機
能性食品等開発での連携強
化、食品産業による原材料の
直接生産、都市住民の農産物
生産への機会増加など、研究
促進、民間活力利用、市民参
加等の総合的な推進により、
新たな視点に立った食料生
産、加工、消費構造の構築を
図る。 

・国の試験研究施
設の使用手続
きの迅速化、使
用の容易化 

・国有施設等の廉
価使用の拡大 

・市民農園の開設
者の範囲の拡
大 

第１弾
認定 
35 

神奈川県 相模原市 相模原市新
都市農業創
出特区 

相模原市の
区域のうち
農業振興地
域 

都市化の進行等に伴い遊休農
地が拡大する中、「地産・地
発・地工・地消」をコンセプ
トにした農業の創出を実現す
るため、農業分野以外からの
農業への参入を促し、農地利
用の拡大を図るとともに、地
域ポテンシャルを活かした民
間活力による農業の創出と雇
用機会の拡大を図り、もって
「新都市農業」の実現を目指
す。 

  

第１弾
認定 
36 

新潟県 安塚町 
浦川原村 
松代町 
松之山町 
大島村 
牧村 

東頸城農業
特区 

安塚町、 
浦川原村、
松代町、 
松之山町、
大島村及び
牧村の全域 

恵まれた自然環境と農村景
観、伝統文化を含めた資源を
活かした、「農を中心に据えた
地域環境を保全・活用する産
業連携」に取り組むことによ
って、農地の遊休化防止と国
土の保全、複合循環型産業の
育成、体験交流型観光の育成
と拡大、新たな雇用の確保と
新規定住を促進し、自然環境
の保全と豊かな田舎の形成の
実現を目指す。 

・市民農園の開
設者の範囲の
拡大 

 

第１弾
認定 
37 

山梨県 山梨県 ワイン産業
振興特区 

塩山市、山梨
市、春日居町、 
牧丘町、三富
村、勝沼町、大
和村、石和町、
御坂町、一宮
町、八代町、境
川村、中道町、
芦川村及び豊
富村の全域 

ぶどうの一大産地であり、ワ
イナリーが集積している当地
域の特性を活かし、ワイン醸
造会社によるワイン造りとぶ
どう作りの一体化等による高
品質ワインの製造などにより
ワイン産地ブランドを確立
し、ワイン産業の活性化を図
る。 
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番号 
都道府
県名 

申請地
方公共
団体名 

特区の名称 
区域の 
範囲 

特区の概要 
併せて申請される 
規制の特例措置 

第１弾
認定 
38 

香川県 内海町 小豆島・内
海町オリー
ブ振興特区 

内海町の全域 農業の担い手不足、地場産業
の停滞するなかで、小豆島の
貴重な地域資源であるオリー
ブを、加工サイドの企業自ら
が町内の遊休農地で栽培に取
り組み、小豆島産オリーブの
実、葉等の原材料の確保と遊
休農地の有効活用で町の活性
化を図る。 

  

第１弾
認定 
39 

千葉県 千葉県 
大網白里町 

ＮＰＯ活動
推進特区 

大網白里町大
字砂田の区域
のうち、字中
内野の全域並
びに字金畑、
字宮久保及び
字木戸口の区
域の一部 

ＮＰＯ法人が遊休農地を活用
した農業参入を通じて、農地
の保全・有効利用の確保、農
作物の栽培や農作業を通じた
教育、環境保全活動等の多様
な農地利用のニーズに対応し
た都市住民と農村との交流な
ど、ＮＰＯの活動領域の拡大
と新たな農業生産システムの
構築を図り、農業分野でのモ
デル的なＮＰＯ活動を実証す
る。 

  

第１弾
認定 
41 

山梨県 須玉町 増富地域交
流振興特区 

須玉町の区
域 の 一 部
（旧増富村
の全域） 

高齢化・担い手不足による遊
休農地の増大、交流人口の低
迷等の深刻な課題を抱える増
富地区は、秩父多摩甲斐国立
公園の西の玄関口として素晴
らしい自然景観を有している
ことから、ＮＰＯ法人の参入
を求め、農業や国立公園での
都市農村交流プログラムを展
開することにより、交流人口
を効果的に増大させ集落機能
の維持と地域経済の活性化を
図る。 

・国立、国定公園
の特別区域に
おけるイベン
トの容易化 
 

第１弾
認定 
43 

和歌山県 和歌山県 新ふるさと
創り特区 

和歌山市及び打
田町の区域の一
部（コスモパー
ク加太及び北勢
田ハイテクパー
ク）並びに橋本
市、粉河町、貴
志川町、岩出町、
美里町、清水町、
中津村、美山村、
龍神村、中辺路
町、大塔村、那
智勝浦町、古座
川町、熊野川町、
本宮町及び北山
村の全域 

農業体験と自然体験、歴史文
化探訪等が一体となった総合
体験型観光産業及び大都市圏
への食の提供に関連した新規
産業を創出するなど「都市」
と「地方」の交流を促進する
とともに、Ｉターン者が農業、
緑の雇用など収入を得る条件
を整備し、定住を促進する。 

・土地開発公社造
成地の賃貸の
容認 

・市民農園の開設
者の範囲の拡
大 

・有害鳥獣捕獲に
おける狩猟免
許を有しない
従事者の容認 
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番号 
都道府
県名 

申請地
方公共
団体名 

特区の名称 
区域の 
範囲 

特区の概要 
併せて申請される 
規制の特例措置 

第２弾
認定 
22 

神奈川県 小田原市 都市農業成
長特区 

小田原市の
区域のうち
農業振興地
域 

小田原市は、東京から８０km
圏にあり、豊富な交流人口を
背景に、都市と農村（田園）
が共生できる都市であること
から、小田原市農村振興基本
計画に基づき実施する施策
と、規制の特例措置を活用し
て、ブランド化、農業所得の
向上、地産地消、担い手の育
成・確保を確立し、都市農業
の成長を目指す。 

・市民農園の開設
者の範囲の拡
大 

 

第２弾
認定 
24 

山梨県 山梨市 山梨市農地
いきいき特
区 

山梨市の区
域 の 一 部
（笛吹川右
岸区域） 

果樹生産が盛んな地域におい
て一層の果樹振興を図るた
め、株式会社、ＮＰＯ等の多
様な主体の農業参入や市民農
園の開設を進め、果樹、花き、
野菜、稲などの体験農業を含
めた農業経営を実施すること
により、都市住民との交流や
観光農業の振興等を図る。 

・市民農園の開設
者の範囲の拡
大 

 

第２弾
認定 
26 

長野県 長野県、 
大鹿村 

大鹿村中山
間地農業活
性化特区 

長野県下伊
那郡大鹿村
の全域 

地域が抱える担い手不足や、
農地の遊休化といった深刻な
課題に対して、農業内部での
対応だけでは、これらの問題
が解決できない状況にあるこ
とから、農業生産法人以外の
法人（建設業者）による農業
への参入により、農地の適正
かつ効率的な利用の確保する
とともに、建設業が抱えてい
る労働力の活用により、地域
内の活性化を図る。 

 

第２弾
認定 
27 

長野県 長野県、 
梓川村 

梓川村地域
活性化特区 

長野県南安
曇郡梓川村
の全域 

地域が抱える担い手不足や、
農地の遊休化といった深刻な
課題に対して、農業内部での
対応だけでは、これらの問題
が解決できない状況にあるこ
とから、農業生産法人以外の
法人（株式会社ファインフー
ズ梓川）の農業への参入によ
る遊休農地の解消や発芽玄米
に適した品種(巨大胚芽米や
新形質米等)の開発及び減農
薬・有機栽培の実証展示ほ場
の設置等により、農地の適正
かつ効率的な利用を促進す
る。 
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番号 
都道府
県名 

申請地
方公共
団体名 

特区の名称 
区域の 
範囲 

特区の概要 
併せて申請される 
規制の特例措置 

第２弾
認定 
28 

兵庫県 兵庫県、 
淡路町、 
北淡町、 
東浦町 

自然産業特区 兵庫県津名郡
淡路町、北淡
町及び東浦町
の区域の一部
（淡路島北部
丘陵地域の開
発農地） 

農地の約４割が耕作放棄され
ている淡路島北部丘陵地域に
おいて、特例措置を活用した
多様な主体による新たな農業
経営や楽農生活への取組を推
進するとともに、県が整備し
た「淡路景観園芸学校」や「あ
わじ花さじき」などの花き園
芸振興拠点施設、計画中の風
力発電等クリーンエネルギー
施設等との連携により「人集
い、花と緑あふれる淡路島北
部丘陵地域」の創出をめざす。 

・市民農園の開設
者の範囲の拡
大 

 

第２弾
認定 
29 

兵庫県 市島町 環境保全型
農業等推進
特区 

兵庫県氷上
郡市島町の
全域 

町の農業の活性化を目的に設
立されたＮＰＯ法人が、①新
規就農希望者支援のための実
習・研修用農場、②環境保全
型農業技術の研究・実証等の
モデル農場として、農地の権
利取得ができる特例を導入
し、遊休農地の効率的利用に
よる担い手の育成確保と、環
境保全型農業の普及推進等の
取り組みを通じ、持続可能な
食料・農業・農村の構築によ
り｢有機の里いちじま｣の確立
を図る。 

 

第２弾
認定 
33 

長野県 長野県、 
木曽福島町 

木曽福島町
都市農村交
流特区 

長野県木曽
郡木曽福島
町の区域の
一部（旧新
開村） 

地域が抱える担い手不足や、
農地の遊休化といった深刻な
課題に対して、農業内部での
対応だけでは、これらの問題
が解決できない状況にあるこ
とから、農業生産法人以外の
法人（特定非営利活動法人ふ
るさと交流木曽）による農業
への参入により、農地の適正
かつ効率的な利用の確保と農
業体験を通した都市住民との
交流促進を図る。 

 

第２弾
認定 
35 

長野県 飯田市 南信州グリ
ーン・ツー
リズム特区 

飯田市の全域 飯田市では、これまで実施し
てきた体験農業、農家泊等の
先導的な地域振興施策を一層
の推進を図るため、規制の特
例により、総合的なグリー
ン・ツーリズムの実施、農業
の多様な担い手の確保・育成、
農業関連産業育成による農業
振興等を推進し、都市農村交
流、定住人口の拡大等を通じ
て、中山間地域における地域
コミニティの再生を図る。 

・農家民宿におけ
る簡易な消防
設備等の容認 

・市民農園の開設
者の範囲の拡
大 
 




